
◎寄附のお願い 

公益財団法人静岡県腎臓バンクは、腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機

能の付与に資するため、腎臓移植の普及促進事業及び腎臓移植と腎臓病に関する知識

の普及啓発事業等を行い、県民の福祉の向上と健康で活力ある社会の実現に寄与する

ことを目的とし、腎臓移植の普及促進に関する事業、腎臓移植と腎臓病に関する知識

の普及啓発に関する事業を実施しております。 

この事業に必要な資金は、基本財産の運用利息、賛助会費及び寄附金を充てておりま

すが、現在の超低金利では基本財産の利息は目減りしていくばかりです。今後このよ

うな事業を継続して行っていくために、是非とも多くの皆様からの寄附金が必要とな

ります。本財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご協力をお願い申し上げま

す。 

◎寄付のお申込みの場合 

当腎臓バンクまでご連絡をいただくか、次ページの「寄附申込書」にご記入の上、 

郵送もしくはファックスでお送りください。 

   

 

郵送先 〒４３１－３１９２ 

      静岡県浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

  ＦＡＸ （０５３）４３１－０５０８ 

 



寄附金申込書 

公益財団法人静岡県腎臓バンク 

 理事長 鈴木 和雄 様 

金額   金           円 

 
   上記の金額の寄附を申し込みます。 

 

平成   年   月   日 

ふりがな 

御 芳 名（法人様の場合は、代表者の役職・御芳名をご記入下さい。） 

 

                                      

御団体名（個人様の場合は、ご記入は不要です。） 

 

                                      

御 住 所 

     〒 

                                   

お振込予定日      

平成    年    月    日 

お 振 込 先  

下記金融機関にお振込をお願いいたします。（番号に○を付けてください） 

尚、恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。 

 (注記)皆様から頂いた寄附金は、定款 4 条に定める、公益目的事業の運営を維持していくた

めに使用します。 

番号 金融機関 預金種類 口座番号 口座名義 

１ 遠州信用金庫 半田支店 普通預金 ９０３０ 

公益財団法人 

静岡県腎臓バンク 

理事長 鈴木和雄 

２ 浜松信用金庫 有玉支店 普通預金 １５９５２ 

３ 静清信用金庫 本店営業部 普通預金 １７５３５７ 

４ 静岡銀行 上島支店 普通預金 １６７８８７ 

５ 郵便振替口座 ００８５０－１－６６３６７ 
公益財団法人 

静岡県腎臓バンク 



◎寄附金の税額控除が受けられます 

１．所得税、法人税の控除が受けられます。 

◎個人の場合 

一年間の特定寄附金の合計額から、２，０００円を引いた金額が、総所得金

額から控除できます。但し、その年の総所得の４０％相当額が限度となります。 

◎法人寄付の場合 

   通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認

められます。 

２．個人住民税の寄附金控除が受けられます。 

翌年 1 月 1 日現在、静岡県および下記市町に住所を有する方は県民税および市・町民税の

寄附金税額控除の適用を受けられます。 

  ◎条例指定を受けている自治体 

静岡県 浜松市 沼津市 熱海市 伊東市 

島田市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 

御殿場市 袋井市 下田市 裾野市 湖西市 

御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 東伊豆市 

河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 清水町 

長泉町 小山町 吉田町 川根本町 森町 

 

◎寄附金についてのお問合せ先 

公益財団法人静岡県腎臓バンク 事務局 

 住所   〒４３１－３１９２ 静岡県浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

 電話   （０５３）４３５－３１７５ 

 ＦＡＸ  （０５３）４３１－０５０８ 

 

 E-mail  info@shizu-jinbank.or.jp 

 

以上 
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